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平成２９年１月２９日（水）と３０日（木）で島嶼地
区，今年は大島町の小学校で歯科保健活動をして
まいりました。この活動は，へき地教育振興法と
いう法律に基づき行われている事業です。第１条
に「この法律は，教育の機会均等の趣旨に基づ
き，かつ，へき地における教育の特殊事情にかん
がみ，国及び地方公共団体がへき地における教育
を振興するために実施しなければならない諸施策
を明らかにし，もってへき地における教育の水準
の向上を図ることを目的とする」とあります。そ
して第３条の１には「へき地学校の教材，教具等
の整備，へき地学校に勤務する教員の研修その他
へき地における教育の内容を充実するための必要
な措置を講ずること」とあり，今回は小学校での
歯科保健の授業で位相差顕微鏡を用いた口腔内細
菌の観察や養護教諭への研修会を開催し，その他
都立高校での保健室の見学や歯科保健に関する聞
き取り調査を行いました。以下，簡単に報告しま
す。

１１月２９日（水）１日目

天候は概ね晴れ，調布飛行場から定員２０名弱の
飛行機に乗り，江ノ島・富士山を望み２０分ほどで
伊豆大島に到着。大島町教育文化課学校教育係の
高原様がEVにてお迎え，さくら小学校到着。高
木伊織校長と面接，ちょうど歯科健康診断中で
あったのでしばらく見学。
「歯科保健講話の実施」酒井チーフ ３年生を担
当 男子９名，女子１１名。鈴木理事 ４年生を担
当 男子１３名，女子１９名。澤田専務，全体を統括。
スライドを用いての講話，『ミルキン』で口腔

内細菌のうごめく様子を観察した（ミルキンは改
良型位相差顕微鏡）。３・４年生には口腔内の細菌
を動画で見せ，むし歯や歯肉炎の発生を説明し
た。

平成２９年度島嶼地区
歯科保健支援事業報告

東京都学校歯科医会 学術担当理事 鈴木あい子
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講話終了後，児童と共に給食をいただいた。メ
ニューは，おろしハンバーグ温野菜添え，具沢山
のスープ，ごはん，大島牛乳。食後は，一緒に歯
みがきをしながら歯みがき指導を行った。児童
各々に歯ブラシ２本と歯磨剤をプレゼントした。
午後から，高原様同行で島内視察，火山博物館

で噴火の様子を映画鑑賞した。展示物の見学，島
の成り立ちを学んだ。
１５時３０分より町役場にて歯科校医・養護教諭の
研修会。酒井チーフ「大島養護教諭からのご質
問」，「大島における学校歯科保健統計から見える
実態分析」。澤田専務「学校における歯と口腔の
安全と健康診断時の滅菌消毒」。
夕食は，田代校長，養護教諭，高原様と懇親

会。
１日目終了。

１１月３０日（木）２日目

未明より小雨。高原様のお迎えで都立大島海洋
国際高校へ。養護教諭の吉本先生と懇談。ここで
は歯科講話の機会がないので南部歯科から「歯科
だより」が発行されている。不定期発行ではある
が，内容は細かく丁寧な記事となっていた。全寮
制なので保健室は，憩いの場となっている。生徒
が頻繁に出入りするので話を聞くことができた。
次の目的地の都立大島高校へ行く前に波浮港を

見学，養護教諭に勧められた揚げたてのコロッケ
を食べた。昼食の地魚にぎりが美味。たくさん見
学したのでEVの電池切れとなり，途中で役場か
らの援助待ちとなったが，その時間を利用して裏
砂漠といわれる溶岩が広がった高原を散策でき
た。
都立大島高校には無事到着。養護教諭の中村先

生と懇談し，校内を見学した。
１５時３５分，大島空港出発。終日雨が降ったり止
んだりであった。

１６時，調布飛行場に無事到着。雨雲のせいで相
当揺れた。
２日目終了。
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東京都学校歯科医会は，第二次世界大戦後の新
憲法・学校教育法等の施行に伴い，昭和２３年に再
スタートし，その後，昭和５４年に社団法人として
認可され，公益法人（民法３４条法人）となりまし
た。しかし，民法３４条法人は明治２９年の民法制定
以来，主務官庁の許可を得て設立され，それらの
監督の下，様々な活動を行ってきた一方で，民法
の定め以外による部分については，主務官庁にゆ
だねられていたために様々な弊害が生じてきてい
ました。そこで公益法人改革関連三法（法人法，
認定法，整備法）が平成１８年６月２日に公布，平
成２０年１２月１日に施行しました。この新法施行よ
り旧公益法人（民法３４条法人）は特例民法法人と
なり，５年以内に，公益法人か一般法人かの選択
をする必要に迫られました。
本会は平成２３年５月２６日（木）に開催された第

６５回評議員会において，「第４号議案 公益社団
法人への段階的移行」を挙手多数で可決確定し，
平成２５年４月１日より「特例民法法人（旧公益法
人）」から一旦「一般社団法人」へ移行いたしま
した。このような経緯を踏まえ，末髙執行部は改
めて平成３１年４月１日からの公益法人移行を目指
しております。
それでは，一般法人から公益法人に移行した場

合，何が変わるのでしょうか？ 本会の活動の主
体は学校歯科保健事業です。これは本質的に公益
性の高い事業であり，そのため，本会の事業活動
の根本は変わらないと思われます。しかし，事業
内容の再検討は必要です。公益法人へ移行する場
合，その事業活動の公益性は合理的な根拠に基づ
かなければなりません。私たちの活動の目的は，
定款でも謳われていますように「学校歯科保健に
関する調査研究を行い，次代の日本国民の健全な

発育発達に寄与すること」です。公益法人移行に
際しては，この本会の目的と照らし合わせながら
事業の公益性を検証し，必要に応じて改善するこ
とにより，合理的な根拠に基づいた公益目的事業
を実施する必要があります。
また，公益法人の場合，指定された会計基準を

使用し，毎年，東京都に事業や会計を報告しなけ
ればなりません。さらに概ね３年に１度のペース
で法人監査もあります。これは，煩わしい制約か
もしれません。しかし，報告や監査により，事業
や会計が透明化され，それにより社会的信用・信
頼が担保されます。社会的信用・信頼は，教育現
場で活動をする私たち学校歯科医にとって必要不
可欠なものです。
信用・信頼は外部の社会に対してだけではな

く，組織内部においても重要です。本会は会員の
先生方から貴重な会費を納入して頂き，運営して
おります。会計の透明化により，その収支がより
明瞭になり，会費収入の有益な使用を促し，会務
運営が健全な方向に導かれることも期待できま
す。
本年６月の定時代議員会では公益法人移行のた

めの定款案が上程される予定です。今回の定款案
は，より一層の「ガバナンスの確立」と「合理的
な会務運営」を目指しました。定時代議員会でご
承認を頂けましたら，今年中に公益認定の申請を
行い，前述致しましたように，来年度からの公益
法人移行を予定しております。
本会は児童・生徒のためにも，常に信用・信頼

される組織でなければなりません。その第一歩と
して公益法人移行を目指しております。先生方に
は，今後もご理解ご協力宜しくお願い申し上げま
す。

公益法人移行への歩み
東京都学校歯科医会 総務担当理事 箭本 治
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近年，大人・子供に限らず自転車による重大事
故のニュースを新聞報道等でよく目にする。ここ
数年の交通事故件数に占める自転車事故件数の割
合は２０％程度と高い水準で推移しており，自転車
事故による死亡数は未成年者と高齢者が過半数を
占めている。また，自転車事故での加害者となる
年齢層は，何と１３～１８歳の子供が多いとのことで
ある（公益財団法人交通事故総合分析センターに
よる）。
私の学校歯科医担当校（小学校）では，毎年，

警察や交通安全協会の方々をお呼びして「自転車
講習会」を開催し，自転車の安全な乗り方とルー
ルを教えている。当日，登校時に子供たちは自分
の自転車を引きながら持って来ることができ，校
庭に石灰で道路や横断歩道を描いた模擬のコース
で警察の方が模範運転を披露した後，子供たちに
運転させ適切に指導をしていく内容である。各学
校ではこのような地道な努力を重ねてはいるが，
統計上では全国で毎日１人以上が自転車事故で死
亡している。
こうしたことを受け，以前，学校保健委員会で

は「自転車事故」をテーマに設定し，私は学校安
全の観点から教員と保護者向けに講演したことが
ある。子供たちが交通標識も理解できないまま道
路に出て自転車に乗ることのないよう，保護者も
丁寧にしっかりと教えて行かなければならないと
力説したことを覚えている。特にスピードの出し
過ぎ，見通しの悪い交差点での出会い頭の衝突，
最近よく見かける“スマホのながら運転”などの
危険性を十分に理解させ，自転車によっても大き
な“けが”が発生することを低学年からしっかり
と学ばせる必要がある。

また，不幸にして加害者となった場合，重大事
故では多額の賠償金を支払わなければならないこ
とがあり，こうしたことも子供たちに理解させな
ければならない。以下に講演会で説明した判決例
を示す。

自転車事故で高額賠償の判決例

・９，５２１万円 ２０１３年７月（神戸地裁）
男子小学生（１１歳）が夜間，帰宅途中に自転車
で歩行中の６２歳女性に正面衝突し，女性は頭蓋
骨骨折等で意識が戻らない状態となった。

・９，２６６万円 ２００８年６月（東京地裁）
男子高校生が昼間，自転車で車道を斜めに横断
し，対抗車線を直進してきた自転車の男性会社
員（２４歳）に衝突し，重大な障害（言語機能の
喪失等）が残った。

（一般社団法人日本損害保険協会による）

このような万が一の自転車による重大事故のた
めに，個人個人が損害賠償責任に備えた任意保険
に加入することが必要となり，既に一部の自治体
では独自の取り組みで利用者に保険加入を促して
いる。また，今後は被害者救済のために，自動車
事故の自賠責保険（強制保険）のような制度を，
自転車事故に対しても全国規模で整備していかな
ければならないのではないだろうか。
学校保健安全法の趣旨に則り，児童生徒の安全

の確保は，我々学校歯科医にも課せられた使命で
あり，校内での危険個所の指摘や改善の勧告はも
ちろん，登下校中や放課後の安全に対しても地域
一体となって注意を払わなければならないと感じ
る。

子供の自転車事故
専務理事 澤田 章司
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大田区は，海と川に臨み，武蔵野台地の先端に
位置していることから，昔から人が住みやすく，
交通の要路でもあったため，区内には大森貝塚，
多摩川台古墳群，池上本門寺五重塔など多くの史

ね ぎ

跡が点在しています。また，水止舞や禰宜の舞な
どの伝統芸能も数多く残されています。江戸期は
農漁村で，特に海岸の大森・糀谷・羽田地区では
の り

海苔の養殖（昭和３８年まで存続）が盛んに行われ
ました。また，東海道の街道筋にあたっていたた
め，人馬の往来でにぎわいました。大正期以降，
中小工場が進出し，低地部は住宅や工場が密集す
る商業・工業地域を形成し，京浜工業地帯の一部
となっています。台地部は関東大震災後，住宅化
が進み，田園調布，雪谷，久が原など比較的緑の
多い住宅地です。臨海部は埋め立て地からなって
おり，空港をはじめトラックターミナルやコンテ
ナふ頭，市場など物流施設のほか，工場団地，野
鳥公園など都市機能施設が整備されています。
東京都大田区大森歯科医師会は，大正１５年に東

京府歯科医師会荏原郡支部会として発足し，昭和
８年に東京府歯科医師会大森支部，昭和１８年に東
京都歯科医師会大森支部，昭和２２年に社団法人東
京都大田区大森歯科医師会となり，更には平成２４
年４月１日より公益社団法人東京都大田区大森歯
科医師会として新たにスタートしました。平成２７
年には創立９０周年を迎えた伝統ある法人です。
会員数も発足当時は１０名余りでしたが，現在で

は３００名を越える歯科医師が所属しています。
学校・保育園歯科委員会は１１名（小学校校医６

名，中学校校医３名，定時制高校校医１名）保育
園園医１名）で活動しています。年間の主な事業
内容は，新人の校医・園医を中心とした学校・保

育園基礎研修会，講師の先生をお招きして行う学
校・保育園歯科講演会，平成２９年度は，保育園１０１
点，小学校３１９点，中学校８１点の図画・ポスター
と作文の応募がありました図画ポスター作文コン
クール表彰式，展示会があります。
毎年盛大に行われる図画ポスター作文コンクー

ル表彰式，展示会は，平成２９年６月１８日（日），
池上会館において開催されました。厳正な審査で
選ばれた入選作が展示されました。表彰式には多
くの来賓の方々がお祝いに駆けつけてくださいま
した。また，受賞者のご家族も多数出席され，会
場はお祝いムードに包まれました。表彰式では，
受賞者のみなさんに，大森歯科医師会会長から表
彰状と副賞が手渡されました。また作文の部で受
賞した２人の小学生が，作文を朗読してください
ました。受賞者の１人目は，ご自身の治療体験か
ら歯を大事にしようと決めた事や，どのように心
がけて日々のケアをしているかを，作文にしてく
ださいました。受賞者の２人目は，お祖父様の体
験を聞き教えられた事や，気付かされた事から，
今後どのように注意して健康を保っていくのか
を，作文にしてくださいました。いずれの作文
も，お口の健康への関心がとても高いことがうか
がえるものでした。
今後も，子供達がお口の健康に興味を持ち続け

てくれるように学校・保育園歯科保健活動を行っ
ていきたいと思っております。

地区学校歯科医会からのメッセージ

大田区大森歯科医師会
学校・保育園歯科委員会

理事 東 昇一
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中野区歯科医師会においては，学校歯科医会と

してではなく，学校歯科常任委員会として事業に

組み込まれており，松尾公代担当理事の下，４名

の委員，担当副会長で構成されています。

少子化で生徒数が減少している中，中野区では

小中学校の統廃合が行われ，かたや１８０名ほどの

生徒数の学校もあれば，統合により生徒数６００名

を超える学校ができるなど，在校生徒数に偏りが

生じているため，歯科健康診断に際しては健康診

断補助員を設けるなどの検討をしているところで

す。

また，理事者の職務の見直しが図られ防災，警

察歯科協力医会の担当もする事になりました。と

りわけ防災に関しては，今後３０年の間に７０％の確

立で起こると予測されている首都直下型地震への

備えも課題となっています。

東日本大震災においてその対応を誤り，児童に

多くの犠牲をもたらしてしまった学校もありまし

た。中野区に津波が来る事はおそらくありません

が，火災・家屋倒壊など地域危険度の高い地域に

ある学校も存在します。

口腔ケアを通じて児童，生徒の健康管理に貢献

する事は勿論ですが，大切な命を守るために学校

歯科医として何ができるかを考えて行きたいと

思っています。まだ発足して間もない委員会です

が，仲良く動いています。

中野区歯科医師会
学校歯科常任委員会

理事 松尾公代
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●こんなことが「学校歯科医執務記録」になります●
学校歯科医執務記録は学校保健法施行規則で「学校歯科医が職務に従事したときはその職務を学校歯

科医執務記録簿に記入し校長に提出する」と定められています。
学校に出向いての執務はもちろんですが，
①校外施設での指導
②学校における学校保健に関する各種会合
③（教育委員会主催等）指定された研修会，講演会への参加
④（教育委員会主催等）指定された大会，学会等への参加
⑤養護教諭や学級担任からの相談（電話，メール等）
⑥診療所に来訪した児童・生徒の保健指導

なども執務とみなされます。
※①～④は「出勤」，⑤，⑥は「協力」になります。
なお，執務記録の「８．学校行事に参加」には入学式，卒業式，周年事業，運動会，学芸会，

PTA，学校保健委員会等も含まれます。
個別のケースについては，所管の教育委員会にお問い合わせください。
学校保健に関する歯科医師会などの理事会・委員会への参加そのものは「出勤」になりません。来校

して学校保健の内容を情報提供することが「出勤」になります。また，電話・ファクシミリ等で学校保
健の内容を学校歯科医が直接に学校へ情報提供することは「協力」になります。執務記録に記載してく
ださい。

９ページの執務記録をコピーしてお使い下さい。

「ホームページリニューアル」に
ついてのお知らせ

http : //www.tasd.or.jp/

日頃より会員の先生方には，本会事業に対しご理解とご協力

を賜り感謝申し上げます。私達は，日々スマ―トフォンやタブ

レットを使用して新しい多くの情報を得ております。

このたび，東京都学校歯科医会のホームページもスマ―ト

フォンやタブレットにて検索できますように，画面サイズに捉

われない最適な閲覧環境を提供すべきレスポンシブweb対応

を行うこととなりました。これからは，スマ―トフォンを片手

に東京都学校歯科医会のホームページを簡単に閲覧することが

できます。右上のQRコードをスマートフォンやタブレット等

で読み取ると，入力をする必要なく，簡単にホームページにア

クセスすることができます。また，会員の先生方のご意見ご要

望等をお待ち申し上げております。

東京都学校歯科医会広報委員会

８ 平成３０年６月 都学歯広報�第１２２号�



認

印

欄

（学校長）

年 月 日

学 校 歯 科 医 執 務 記 録

執務者氏名 �

執務日時 午前・午後月 日（ ） 全 日
執 務 場 所 学校，診療所（来訪電話等），研修会，

大会，その他（ ）

執 務 の 概 要

項 目 記 事

１ 学校保健委員会等
⑴ 学校保健計画立案
⑵ その他

２ 定期健康診断

３ 就学時健康診断

４ 臨時健康診断

５ 健康相談及び健康指導
⑴ 健康講話
⑵ 相談
⑶ 健康指導
⑷ その他

６ 学校保健に関する研修会，大会等

７ 授業参加

８ 学校行事に参加

９ その他
⑴ 救急時の処置
⑵ フッ素塗布
⑶ その他

特 記 事 項

注意事項

１ 学校歯科医は，職務に従事したとき，その状況をこの執務記録に記入し，校長に提出してください。

２ この執務記録は，執務日ごとに記入してください。１日のうちで執務が数種にわたる時でも，１枚にまとめて記

入してください。

３ 学校以外の場所で執務した時は，出校時に記入してください。
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平成２９年度会員研修会

練 馬
平成２９年１１月２日（木）１９時より練馬区歯科医師会

館大会議室にて，平成２９年度会員研修会が開催されま
した。講師として日本大学名誉教授・前田隆秀先生を
お招きして「子供の歯周疾患と咬合異常」の演題で講
演をして頂きました。子供の歯周疾患は口腔環境の改
善により健康な歯肉を獲得できる・臼歯部交叉咬合の
重要性・咀嚼の重要性についての内容で多くの症例を
用いて詳細にわたり解説して頂き，会員の先生方も真 剣に拝聴していました。 （草栁英二）

フッ素塗布と歯科相談

江戸川
平成２９年６月１７日（土），江戸川区内８会場に於い

て「フッ素塗布と歯科相談」が開催されました。この
催しは，江戸川区の委託事業として昭和４６年より毎年
行われ，江戸川区の教育委員会，健康部，歯科医師会
会員，区の衛生士，私立学校の学生，区内衛生士学校
の学生の協力により，５歳から小学校６年生までの学
童にフッ素塗布を行っています。又，啓発ブースやス
タンプラリーなどで来場者の増加を目指しています。
平成２９年度は２，０２３名の来場者がありました。平成３０

年度は６月１６日（土）に行われました。
（宮山英之）

豊島区学校歯科医会委員会化プロジェクト

豊 島
平成２２年に豊島区歯科医師会は全国に先がけて公益

認定され，それまで本会とは別組織である区内学校歯
科医の集合である任意団体としての学校歯科医会は法
人改革以降組織としての曖昧な形には矛盾や無理があ
りました。しかし，認定当初は公益団体の組織形態
や，法人としての義務，内部団体との峻別法が不明であ
り，時期尚早として任意団体のまま活動してきました。
２度にわたる法人監査が行われ，それによって公益

法人の在り方も明確となり，また７年経過し会員への
周知もなされたことから，２９年度最優先事業計画とし
て本会に統合するため委員会化プロジェクトを進めま
した。
年度末の総会において従来の豊島区学校歯科医会は

消滅し，理事会は学校歯科運営委員会と改称。委員会
化後は地域に対する生涯を通じた一連の活動の中で，
幼児期～青年期にかけてのライフステージの歯科保健
を他事業と連携して行う大義が確立し，本会活動とリ
ンクした認識をもって全学校歯科医がその責務を遂行
することとなりました。 （高草木 章）

西東京市での学校歯科保健活動

西東京市
平成２９年１１月に西東京市歯科医師会は，小平市歯科

医師会と共催で，都学歯多摩ブロック①地区連絡協議
会を，吉祥寺の武蔵野公会堂にて開催いたしました。
小平市から二人の小学校養護教諭，西東京市から中学
校の養護教諭が「口腔衛生指導の取り組みについて」
講演して下さいました。また，都学歯の理事の髙橋裕
幸先生より「スポーツ振興センター災害給付制度の請
求と保険請求」という演題で講演していただきました。
平成３０年２月には，西東京市教育委員会後援のもと

学校歯科医と養護教諭の研修会を開催し，東京歯科大
学の大多和由美准教授を講師として迎え，『児童・生

徒の口腔外傷の対応と予防』という演題で講演をして
いただきました。行政，校長先生，養護教諭の方々か
ら，様々な反響が得られ研修会は盛大に終わりまし
た。 （田中大平）
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第１１回定時代議員会
平成３０年６月７日（木）歯科医師会館１階大会議室

において１６時より開催されました（代議員６８名中６６名
出席）。
藤野議長，鈴木副議長の挨拶に始まり，鈴木副会長

の開会，箭本理事による点呼，会長挨拶，来賓挨拶（川
本日学歯会長，山崎都歯会長，大越都歯連盟会長）が
行われました。議事録署名人選出（吉成代議員，咲間
代議員）に続き，ご逝去された４名の先生方への黙
祷，渡邉理事による会務報告，髙橋裕幸理事による会
計現況報告がなされました。議事にうつり，第１号議
案について澤田専務理事，第２号議案について髙橋裕
幸理事が説明しました。
第１号議案 平成２９度事業報告及びその附属明細書
第２号議案 平成２９年度貸借対照表，正味財産増減計

算書及びこれらの附属明細書並びに財産
目録

澤予算決算特別委員会委員長による予算決算特別委

員会報告，石川監事による監査報告がなされ，議案は
可決されました。
第３号議案 公益社団法人移行に伴う定款の変更
第３議案について箭本理事から上程理由が説明さ

れ，橋本代議員からの質問の後，議案は全会一致によ
り，総代議員の議決権の３分の２以上にあたるため可
決されました。
その後，執行部役員，橋本代議員，華岡代議員，井

上代議員より貴重なご意見，ご要望，情報の提供があ
り，長沼副会長により閉会しました。

平成３０年度 各種大会・研修会日程
■ 第７５回 全国小学生歯みがき大会 平成３０年６月１日（金）～１０日（日）

DVD教材を使用し参加校が実施する
■ 平成３０年度健康づくりフォーラム 平成３０年７月３１日（火） 中野 ZEROホール
■ 第６９回関東甲信越静学校保健大会

〃 歯科職域部会
平成３０年８月２３日（木） 群馬県高崎市

大 会：群馬音楽センター
職域部会：ホテルグランビュー高崎

■ 第８２回全国学校歯科保健研究大会 平成３０年１２月６日（金）～７日（土）
沖縄県「沖縄コンベンションセンター（劇場棟・会議棟）」
【懇親会】沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

■ 第６８回全国学校保健・安全研究大会
〃 学校歯科医協議会

平成３０年１０月２５日（木）～２６日（金）
鹿児島県「鹿児島市民文化ホール」他

「鹿児島サンロイヤルホテル」他
■ 平成３０年度学校保健（学校歯科医）研修会 平成３０年１１月１５日（木）

歯科医師会館 大会議室
■ 学校歯科医更新研修会（都学歯主催） 平成３０年１１月１５日（木）

歯科医師会館 大会議室
※日学歯主催の「更新研修会」は７月２６日（木）開催予定で
す。地区の参事経由でご案内をさせていただきます。

■ 第５３回東京都学校歯科保健研究大会 平成３１年２月２８日（木） 文京シビック大ホール
■ 東京都学校歯科医会創立７０周年・法人化４０周年

記念式典・祝賀会
平成３１年２月２８日（木） 東京ドームホテル

■ 平成３０年度学校歯科医基礎研修会（都学歯
主催）はありません。

※日学歯主催の「基礎研修会」は平成３１年２月７日（木）開催
予定です。地区の参事経由でご案内をさせていただきます。
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４／４（水） 会計閉鎖 会館
４／５（木） 都庁新年度ご挨拶来訪 会館
４／１２（木） 会計打合せ 会館

第１回事業部会 会館
東京都学校歯科保健推進校（園）
選定会 会館
第１回広報委員会 会館

４／１９（木） 第１回理事会 会館
４／２６（木） 歯の作文第２次審査依頼

千代田区立和泉小学校
公益社団法人移行についての打合せ会 会館

４／２７（金） 第１回学術研究委員会 会館
５／１０（木） 平成２９．３０年度生きる力をはぐくむ歯・

口の健康づくり推進事業実施校連絡会 会館
東京都学校歯科保健推進校（園）支援事業
港区立青山中学校訪問

港区立青山中学校
第２回事業部会 会館
第１回予算決算特別委員会 会館

５／１７（木） 監査会 会館
第２回理事会 会館
第２回広報委員会 会館
東京都歯科衛生士会会長来訪 会館

５／１７（木） 学術研究小委員会 会館
日本糖尿病協会主催座談会 日本財団ビル

５／２４（木） 東京都学校歯科保健推進校（園）支援事業
調布市立若葉小学校訪問

調布市立若葉小学校
東京都立臨海地区特別支援学校
副校長来訪 会館
学術研究小委員会 会館

６／７（木） 第１１回定時代議員会 会館

【訃 報】

町 田 佐藤 勝己 （町田市立つくし野小学校） H２９．８．１６ご逝去

江 東 薄井 要治
（江東区立南陽小学校・
おうち保育園しののめ） H３０．２．２ご逝去

調 布 川崎 潤一 （調布市立緑ヶ丘小学校） H３０．２．７ご逝去

江 東 田中 宏司
（江東区立砂町小学校・
ルーチェ保育園南砂） H３０．２．２１ご逝去

上記の先生がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り
致します。 （敬称略）

平成３０年度 ブロック別学校歯科医研修会日程
中央ブロック 城東ブロック 城西ブロック

日

時

平成３０年９月２７日（木）
１８：３０～２０：３０
集合 １８：００～
開会 １８：３０～

平成３０年１０月１８日（木）
１８：３０～２０：３０
集合 １８：００～
開会 １８：３０～

平成３０年１１月２２日（木）
１８：３０～２０：３０
集合 １８：００～
開会 １８：３０～

会

場

歯科医師会館 ３F会議室
（千代田区九段北４－１－２０）
・TEL ０３－３２６１－１６７５
・最寄駅
�総武線 市ヶ谷駅
�有楽町線，南北線 市ヶ谷駅
�都営新宿線 市ヶ谷駅

江東区歯科医師会館
（江東区海辺１３－１）
・TEL ０３－３６４９－０７８０
・最寄駅
�半蔵門線 住吉駅
�都営新宿線 住吉駅

歯科医師会館 ３F会議室
（千代田区九段北４－１－２０）
・TEL ０３－３２６１－１６７５
・最寄駅
�総武線 市ヶ谷駅
�有楽町線，南北線 市ヶ谷駅
�都営新宿線 市ヶ谷駅

演

題

「乳幼児から考える学校歯科保
健活動」
～０歳から２０歳になるまで継
続的な口腔保健支援を目指
して～

◇講 師
日本歯科大学附属病院
小児歯科教授 内川 喜盛

「乳幼児から考える学校歯科保
健活動」
～０歳から２０歳になるまで継
続的な口腔保健支援を目指
して～

◇講 師
日本歯科大学附属病院
小児歯科教授 内川 喜盛

「乳幼児から考える学校歯科保
健活動」
～０歳から２０歳になるまで継
続的な口腔保健支援を目指
して～

◇講 師
日本歯科大学附属病院
小児歯科教授 内川 喜盛

当
番
地
区

責
任
者

・麹 町
愛知 徹也
TEL ０３－３２６１－５８６１

・江 東
小川 仲子
TEL ０３－３６３１－４８１４

・新 宿
星野 太一
TEL ０３－５２８６－８２００

会 務 報 告
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